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県内事業所における新型コロナウイルス感染症クラスター事案の発生について（最終報） 

 

以下のとおり発生した、県内事業所における新型コロナウイルス感染症クラスター事案（９名の感染

者、県内８０例目）については、感染者との最終接触から 2 週間が経過し健康観察も終了しましたこと

を報告します。 

 

１ 発生場所 

  天理市内 事業所 

 

２ 概要 

・7 月 30 日に 1 例目（有症状での受診）の感染を確認 

・濃厚接触者等に検査を実施し、2～9 例目の感染を確認 

感染者の概要（合計 9 名） 

  感染者 発症日  報道発表日 推定感染経路 

１ 50 代 男性 従業員 7月25日 7月31日(感染者8999例目） 調査中 

２ 50 代 女性 従業員 7月27日 7月31日(感染者9055例目） 勤務 

３ 60 代 男性 従業員 7月31日 8月1日（感染者9076例目） 勤務 

４ 50 代 男性 従業員 7月29日 8月3日（感染者9211例目） 勤務 

５ 40 代 女性 従業員 8月2日 8月3日（感染者9235例目） 勤務 

６ 70 代 男性 従業員 8月3日 8月4日（感染者9296例目） 勤務 

７ 50 代 男性 従業員 7月30日 8月5日（感染者9387例目） 勤務 

８ 50 代 男性 従業員 7月31日 8月7日（感染者9584例目） 勤務 

９ 40 代 男性 従業員 8月6日 8月9日（感染者9752例目） 勤務 
 

３ 検査の状況   

                    

      

 

               ※陽性者のうち 1 名はクラスター事案と認められませんでした。 

 

４ クラスター発生の要因の推定 

   事務所内の換気が充分でない休憩室での頻回な会話および昼休み等のマスクをはずした飲食

などにより、感染が拡大したと推定される。 

 

５ 県の対応 

  ・管轄保健所より手洗い、事業所の消毒指導 

  ・濃厚接触者を特定し、２週間の外出自粛要請及び健康観察実施 

  

６ 当該事業所の対応    

 ・事業所の消毒実施 

検査 

対象数 

結果判明数 
未判明数 

陽性 陰性 

36 10 26 0 


